
開催
回数

委員数

傍聴者
数

市民
委員数

０回 ０人

０人 ０人

１回 5人

０人 0人

０回 3人

０人 0人

1回 27人

０人 1人

0回 26人

0人 0人

10回 ５人

０人 ０人

０回 ７人

０人 ０人

０回 ０人

０人 ０人

3回 3人

0人 0人

2回 ４人

0人 ０人

【令和5年度　附属機関の会議開催状況】

№ 所管 名称 根拠法令
公開・非公開

（一部公開・非公開の根拠）
会議録の

公開
市民委員の公募の有無

／公募していない場合の理由

1
総務部
人事室

箕面市特別職議員報酬等審議会
箕面市特別職議員報酬等審議会条
例

公開
令和５年
度開催な
し

－

2
総務部
人事室

箕面市議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等認定委員会

箕面市議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条
例

一部非公開（箕面市議会の議員その
他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則第５条第5項）

非公開
無／大阪府市長会のとりまとめによって委員を選出
しているため（運営上、府下各自治体の同一目的に
よる委員会委員を兼ねることになるため）

3
総務部
人事室

箕面市議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等審査会

箕面市議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条
例

一部非公開（箕面市議会の議員その他
非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則第22条第5項）

令和５年
度開催な
し

無／大阪府市長会のとりまとめによって委員を選出
しているため（運営上、府下各自治体の同一目的に
よる委員会委員を兼ねることになるため）

4
総務部
市民安全政策室

箕面市防災会議
・災害対策基本法
・箕面市防災会議条例

公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

無／箕面市防災会議条例第3条第5項において委
員の属性が規定されているため

5
総務部
市民安全政策室

箕面市国民保護協議会
・武力攻撃事態等における国民の保
護のための措置に関する法律
・箕面市国民保護協議会条例

公開
令和５年
度開催な
し

無／武力攻撃事態等における国民の保護のための
措置に関する法律第40条に会長及び委員の組織
が規定されているため

6
総務部
総務室

箕面市情報開示審査会 箕面市情報開示審査会条例
非公開
（箕面市情報開示審査会条例施行
規則第3条第4項）

行政資料
コーナー

無／審議する内容の専門性が高く、相応の知識や
経験を有することが必要であるため

7
総務部
総務室

箕面市個人情報保護制度運営審議
会

箕面市個人情報の保護に関する法
律施行条例

公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

無／審議する内容の専門性が高く、相応の知識や
経験を有することが必要であるため

8
総務部
財政経営室

箕面市総合計画審議会 箕面市総合計画審議会 公開
令和５年
度
開催なし

ー

9
総務部
行政不服審査室

箕面市行政不服審査会 箕面市行政不服審査に関する条例
非公開（箕面市行政不服審査に関す
る条例施行規則第2条第4項）

非公開
無／箕面市行政不服審査に関する条例第4条の規
定により、法令又は行政に関して優れた識見を有す
ることが求められるため

10
総務部
行政不服審査室

箕面市いじめ重大事態再調査委員
会

箕面市いじめ問題対策連絡協議会
等条例

非公開（箕面市いじめ重大事態再調
査委員会規則第３条第２項）

非公開

無／箕面市いじめ問題対策連絡協議会等条例第１
1条の規定により、法律、医療、心理、福祉、教育等
に関し専門的な知識又は経験を有することが求め
られるため



開催
回数

委員数

傍聴者
数

市民
委員数

№ 所管 名称 根拠法令
公開・非公開

（一部公開・非公開の根拠）
会議録の

公開
市民委員の公募の有無

／公募していない場合の理由

3回 10人

1人 3人

０回 ０人

０人 ０人

0回 3人

０人 ０人

０回 ０人

０人 ０人

2回 13人

0人 0人

1回 1２人

1人 3人

5回 17人

1人 2人

25回 14人

0人 0人

１７５回 41人

０人 0人

11
人権文化部
人権施策室

箕面市人権施策審議会 箕面市人権のまち条例 公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

有

12
人権文化部
生涯学習・市民活
動室

箕面市非営利公益市民活動促進委
員会

箕面市非営利公益市民活動促進条
例

公開
令和5年
度開催な
し

－

13
市民部
窓口課

箕面市競争の導入による公共サービ
スの改革に関する法律に基づく審議
委員会

箕面市競争の導入による公共サービ
スの改革に関する法律に基づく審議
委員会設置条例

公開 公開

無／箕面市競争の導入による公共サービスの改革
に関する法律に基づく審議委員会設置条例第4条
により、委員は公共サービスに関して優れた識見を
有する者と定められているため

14
市民部
戸籍住民異動室

箕面市住居表示審議会 箕面市住居表示審議会設置条例 公開
令和5年
度開催な
し

無／箕面市住居表示審議会設置条例第6条によ
り、委員は市民又は住居表示の整備を要する地域
に居住する者と規定されているため

15
市民部
国民健康保険室

箕面市国民健康保険運営協議会 箕面市国民健康保険条例 公開

行政資料
コーナ、市
ホーム
ページ

無／箕面市国民健康保険条例第２条により、委員
の属性が定められているため。

16
市民部
環境クリーンセン
ター

箕面市廃棄物減量等推進審議会
箕面市廃棄物減量等推進審議会設
置条例

公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

有

17
健康福祉部
健康福祉政策室

箕面市保健医療福祉総合審議会
箕面市保健医療福祉総合審議会条
例

公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

有

18
健康福祉部
障害福祉室

箕面市障害者介護給付費等支給判
定審査会

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
・箕面市障害者介護給付費等支給判
定審査会規則　　　　　　　
・箕面市障害者介護給付費等支給判
定審査会の委員の定数を定める条例

非公開（箕面市障害者介護給付費
等支給判定審査会規則第７条第４
項)

非公開
無／委員は、障害者の実情に通じた者のうち、障害
保健福祉の学識経験を有する者で、中立かつ公正
な立場で審査が行える者を選定しているため

19
健康福祉部
高齢福祉室

箕面市介護認定審査会

介護保険法
介護保険法施行令
箕面市高齢者等介護総合条例
箕面市介護認定審査会規則

非公開（個人情報を扱う会議のた
め）

非公開
無／介護保険法第1５条により、組織する委員は
「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識
経験を有する者」と定めがあるため



開催
回数

委員数

傍聴者
数

市民
委員数

№ 所管 名称 根拠法令
公開・非公開

（一部公開・非公開の根拠）
会議録の

公開
市民委員の公募の有無

／公募していない場合の理由

１回 １０人

０人 ０人

３回 18人

1２人 3人

３回 9人

２人 3人

０回 3人

０人 0人

０回 2人

０人 0人

０回 4人

０人 0人

０回 0人

０人 0人

０回 7人

０人 0人

０回 6人

０人 0人

3回 7人

3人 0人

20
健康福祉部
地域保健室

箕面市予防接種健康被害調査委員
会

箕面市予防接種健康被害調査委員
会条例

非公開（予防接種による個人の健康
被害を調査する会議のため）

非公開
無／条例に専門医師、関係機関による人員構成が
定められているため

21
みどりまちづくり部
まちづくり政策室

箕面市都市計画審議会 箕面市都市計画審議会設置条例 公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

有

22
みどりまちづくり部
まちづくり政策室

箕面市都市景観審議会 箕面市都市景観条例 公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

有

23
みどりまちづくり部
まちづくり政策室

箕面市景観審査委員会 箕面市都市景観条例
非公開（箕面市都市景観条例施行
規則第３２条）

令和５年
度開催な
し

無／審査内容は専門性も高く、条例にも「委員は、
法律、景観、建築、都市計画又は行政に関し優れた
経験と知識を有する者の内から市長が任命」とある
ため

24
みどりまちづくり部
まちづくり政策室

箕面市建築紛争あっせん委員会
箕面市中高層建築物の建築に係る
紛争の調整に関する条例

非公開（箕面市中高層建築物の建築
に係る紛争の調整に関する条例第
16条）

令和５年
度開催な
し

無／箕面市中高層建築物の建築に係る紛争の調
整に関する条例第7条第3項の規定により、法律、
建築又は行政の分野に関し学識経験を有する者の
うちから市長が任命することとなっているため

25
みどりまちづくり部
まちづくり政策室

箕面市建築紛争調停委員会
箕面市中高層建築物の建築に係る
紛争の調整に関する条例

非公開（箕面市中高層建築物の建築
に係る紛争の調整に関する条例第
16条）

令和５年
度開催な
し

無／箕面市中高層建築物の建築に係る紛争の調
整に関する条例第10条第3項の規定により、法律、
建築又は行政の分野に関し学識経験を有する者の
うちから市長が任命することとなっているため

26
みどりまちづくり部
環境動物室

箕面市紛議調整委員会 箕面市環境保全条例
非公開（箕面市環境保全条例施行
規則第31条）

令和５年
度開催な
し

無／委員には専門的な知識・経験が必要であるた
め

27
みどりまちづくり部
環境動物室

環境影響評価専門委員の会議 箕面市環境保全条例施行規則 公開
令和5年
度開催な
し

無／委員には専門的な知識・経験が必要であるた
め

28
みどりまちづくり部
審査指導室

箕面市ラブホテル建築行為規制審議
会

箕面市ラブホテル建築の規制に関す
る条例

一部非公開（箕面市ラブホテル建築
の規制に関する条例施行規則第13
条第5項）

令和5年
度開催な
し

無／資格、学識経験等の委嘱条件が施行規則で
定められているため

29
みどりまちづくり部
審査指導室

箕面市建築審査会 箕面市建築審査会条例 公開
行政資料
コーナー

無／建築基準法第79条第2項により、法律、建築、
都市計画等に関する優れた知識と経験を有するこ
と等の委嘱条件が規定されているため



開催
回数

委員数

傍聴者
数

市民
委員数

№ 所管 名称 根拠法令
公開・非公開

（一部公開・非公開の根拠）
会議録の

公開
市民委員の公募の有無

／公募していない場合の理由

1回 13人

2人 2人

４回 20人

０人 0人

０回 １１人

０人 ２人

２回 ６人

１人 １人

5回 14人

21人 0人

１回 12人

0人 2人

3回 12人

13人 2人

1回 10人

0人 1人

６回 ５人

０人 ０人

3回 4人

０人 ０人

30
上下水道局
経営企画室

箕面市水道事業及び公共下水道事
業運営審議会

箕面市水道事業及び公共下水道事
業運営審議会条例

公開

行政資料
コーナー
市ホーム
ページ

有

31
ボートレース事業
局
企画室

箕面市ボートレース事業運営審議会
箕面市ボートレース事業運営審議会
条例

公開

行政資料
コーナー
市ホーム
ページ

無／箕面市ボートレース事業運営審議会条例第3
条に委員は、「市議会議員」又は「識見を有する者」
と定められているため

32
市立病院
新市立病院整備
室

箕面市新市立病院整備審議会
箕面市新市立病院整備審議会設置
条例

公開
市ホーム
ページ

有

33
市立病院
新市立病院整備
室

箕面市立病院指定管理者評価委員
会

箕面市病院事業の設置等に関する
条例

一部公開
市ホーム
ページ

有

34
子ども未来創造局
教育政策室

箕面市通学区域審議会 箕面市通学区域審議会条例 公開
市ホーム
ページ

無/過半数を超える委員がPTAをはじめとする市内
で活動する団体の代表者かつ市民であるため。

35
子ども未来創造局
教育政策室

箕面市子ども・子育て会議 箕面市子ども・子育て会議条例 公開
市ホーム
ページ

有

36
子ども未来創造局
人権施策室

箕面市支援教育充実検討委員会
箕面市支援教育充実検討委員会設
置条例

公開
あり
市ＨＰ

無／保護者委員については、支援学級保護者会か
ら選出されるため

37
子ども未来創造局
児童生徒指導室

箕面市いじめ問題対策連絡協議会
箕面市いじめ問題対策連絡協議会
等条例

一部公開（箕面市いじめ問題対策連
絡協議会等の組織及び運営に関する
規則第４条）

公開 無/経験豊かなPTA役員を選出しているため

38
子ども未来創造局
児童生徒指導室

箕面市いじめ等調整委員会
箕面市いじめ問題対策連絡協議会
等条例

非公開（箕面市いじめ問題対策連絡
協議会等の組織及び運営に関する規
則第６条）

非公開
無/委員は法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専
門的な知識又は経験を有する者である必要がある
ため

39
子ども未来創造局
児童生徒指導室

箕面市いじめ重大事態 第三者調査
委員会

箕面市いじめ問題対策連絡協議会
等条例

非公開（箕面市いじめ問題対策連絡
協議会等の組織及び運営に関する規
則第６条）

非公開
無/委員は法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専
門的な知識又は経験を有する者である必要がある
ため



開催
回数

委員数

傍聴者
数

市民
委員数

№ 所管 名称 根拠法令
公開・非公開

（一部公開・非公開の根拠）
会議録の

公開
市民委員の公募の有無

／公募していない場合の理由

2回 ５人

０人 ０人

0回 ５人

０人 ０人

０回 ０人

０回 ０人

1回 10人

1人 2人

1回 10人

1人 2人

０回 ６人

０人 0人

２回 10人

0人 2人

2回 ７人

0人 1人

40
子ども未来創造局
児童生徒指導室

箕面市いじめ重大事態 第三者調査
委員会

箕面市いじめ問題対策連絡協議会
等条例

非公開（箕面市いじめ問題対策連絡
協議会等の組織及び運営に関する規
則第６条）

非公開
無/委員は法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専
門的な知識又は経験を有する者である必要がある
ため

41
子ども未来創造局
学校生活支援室

箕面市奨学生選考委員会 箕面市奨学資金基金条例
非公開（箕面市奨学金選考委員会
規則第3条第4項）

令和5年
度開催な
し

無／箕面市奨学資金条例第2条の2第3項に委員
資格が規定されているため

42
子ども未来創造局
保育幼稚園総務
室

箕面市立保育所・幼稚園民営化法人
選定委員会

箕面市立保育所・幼稚園民営化法人
選定委員会条例

非公開（箕面市立保育所民営化法人選
定委員会の会議の非公開に関する規則
及び箕面市立幼稚園民営化法人選定委
員会の会議の非公開に関する規則第2
条、附属機関の会議の運営の基準を定
める規則第５条第８号）

令和5年
度開催な
し

無／委員として児童の保護者及び地域代表を選出
しているため。

43
子ども未来創造局
文化国際室

箕面市社会教育委員会議
・社会教育法
・箕面市社会教育委員に関する条例
・箕面市社会教育委員会議規則

公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

有

44
子ども未来創造局
文化国際室

箕面市生涯学習審議会
・箕面市生涯学習審議会条例
・箕面市生涯学習審議会規則

公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

有

45
子ども未来創造局
文化国際室

箕面市文化財保護審議会 箕面市文化財保護条例 公開
行政資料
コーナー

無／高度な専門性を必要とするため。

46
子ども未来創造局
中央図書館

箕面市立図書館協議会 箕面市立図書館協議会設置条例 公開
市ホーム
ページ

有

47
子ども未来創造局
天然記念物室

箕面山ニホンザル保護管理委員会
箕面山ニホンザル保護管理委員会
条例

公開

行政資料
コーナー、
市ホーム
ページ

無／専門知識を有するか、猿被害の関係者である
必要があるため。


